
 第２５号議案

  品川区立公園条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  令和５年２月２１日

                 品川区長  森  澤  恭  子  

   品川区立公園条例の一部を改正する条例

 品川区立公園条例（昭和３９年品川区条例第３１号）の一部を次のように改

正する。

 別表第３⑴アの表に次のように加える。 

こどもサ

ッカー場

サッカー場

等として使

用する場合

区内チーム 小学生

以下

２時間    ５００円 １面につき

中学生

以上

２時間  １，５００円

区外チーム 小学生

以下

２時間  １，０００円

中学生

以上

２時間  ３，０００円

グラウンド

ゴルフ場と

して使用す

る場合

区内チーム ２時間  １，５００円 １面につき

区外チーム ２時間  ３，０００円

   付 則

１ この条例は、令和５年８月１日から施行する。ただし、次項の規定は、同

年４月１日から施行する。

２ こどもサッカー場の使用について必要な手続は、この条例の施行の日前に



おいても行うことができる。

 （説明）しながわ区民公園におけるこどもサッカー場に係る使用料を定める

必要がある。


